
（歳入）

・地方消費税交付金（社会保障財源化分） 69,080 千円

（歳出）

・社会保障施策経費 1,241,708 千円

（単位　千円）

特定財源 一般財源

社会福祉総務費 183,309 47,279 136,030

老人福祉費 392,888 43,577 349,311

障がい者福祉費 175,245 124,527 50,718

小計 751,442 215,383 536,059

児童福祉総務費 19,260 9,438 9,822

児童措置費 254,348 109,920 144,428

小計 273,608 119,358 154,250

保健衛生総務費 144,460 3,188 141,272

予防費 27,172 794 26,378

健康推進費 36,951 8,539 28,412

母子保健費 8,075 1,163 6,912

小計 216,658 13,684 202,974

1,241,708 348,425 893,283

令和４年度予算

地方消費税交付金（社会保障財源化分）の使途

　地方消費税交付金のうち消費税率引上げに伴う増収分については、「消費税法第１条第

２項に規定する経費その他社会保障施策（社会福祉、社会保険及び保健衛生に関する施策

をいう。）に要する経費に充てるものとする」とされています。

　令和４年度の地方消費税交付金の増収分の主な使い道は、下表のとおり本町の社会保障

経費に要する一般財源の一部として活用することとしています。

事業名 経費
財源内訳

社会福祉費

児童福祉費

保健衛生費

合計

※地方消費税交付金（社会保障財源化分）は、上記事業の一般財源の一部となっています。


